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洪
水
回
避
等
を
目
的
と
し
た
流
量
確
保
の
た
め
の
中
小
河
川
の
河
道
掘
削
の
予
算
の
確
保
を
求
め

る
意
見
書

一
昨
年
八
月
の
北
海
道
・
東
北
豪
雨
や
、
昨
年
七
月
の
九
州
北
部
豪
雨
な
ど
、
近
年
、
地
方
に
お
け
る
中

小
河
川
の
被
害
と
し
て
、
土
砂
の
流
出
に
よ
る
河
床
上
昇
や
流
木
等
に
よ
る
橋
梁
で
の
河
道
埋
塞
が
発
生
し

て
お
り
、
ま
さ
し
く
河
床
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
洪
水
発
生
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
管
理
す
る
河
川
の
流
量
確
保
の
た
め
の
河
道
掘
削
に
つ

い
て
は
、
維
持
補
修
の
範
囲
と
し
て
、
各
々
の
単
費
予
算
で
行
わ
れ
て
お
り
、
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い

の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
国
土
交
通
省
は
、
今
回
、
中
小
河
川
の
豪
雨
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
全
国
の
中
小
河

川
の
緊
急
点
検
の
結
果
を
踏
ま
え
た
「
中
小
河
川
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
取
り
ま
と
め
、
中
小

河
川
の
河
道
掘
削
に
つ
い
て
も
再
度
の
氾
濫
防
止
対
策
の
一
つ
と
し
て
盛
り
込
ん
だ
。

し
か
し
、
こ
の
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
概
ね
三
ヶ
年
の
時
限
的
措
置
で
あ
り
、
河
道
掘
削
の

対
策
箇
所
に
つ
い
て
も
「
重
要
水
防
区
間
の
う
ち
、
近
年
、
洪
水
に
よ
り
被
災
し
た
履
歴
が
あ
る
区
間
」
に

限
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
今
回
の
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
中
小
河
川
を
管
理
す
る
地

方
自
治
体
に
と
っ
て
真
に
活
用
し
や
す
い
施
策
と
な
る
よ
う
次
の
事
項
に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
を
強
く
求

め
る
。

一

河
道
掘
削
を
含
む
「
中
小
河
川
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
補

正
予
算
で
約
千
三
百
億
円
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
次
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、
地
方
自
治
体
の
要
望

を
踏
ま
え
、
十
分
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。

二

「
中
小
河
川
緊
急
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、
河
道
掘
削
の
対
策
箇
所
を
「
重
要
水
防
区
間
の
う
ち
、

近
年
、
洪
水
に
よ
り
被
災
し
た
履
歴
が
あ
り
、
再
度
の
氾
濫
に
よ
り
多
数
の
家
屋
や
重
要
な
施
設
の
浸
水

被
害
が
想
定
さ
れ
る
区
間
」
に
限
定
し
て
い
る
が
、
今
後
は
、
中
小
河
川
を
管
理
す
る
地
方
自
治
体
が
よ

り
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
対
策
箇
所
の
拡
大
も
含
め
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
国
直
轄
河
川
の
河
道

掘
削
に
つ
い
て
も
、
周
辺
自
治
体
の
要
望
を
踏
ま
え
必
要
な
対
策
を
行
う
こ
と
。

三

今
回
の
「
中
小
河
川
緊
急
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
概
ね
三
ヶ
年
の
時
限
的
措
置
で
あ
る
が
、
「
防

災
・
安
全
交
付
金
」
を
活
用
し
た
中
小
河
川
の
河
道
掘
削
に
つ
い
て
は
、
恒
久
的
な
制
度
と
な
る
よ
う
検

討
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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